
第１回福山市地域コミュニティ推進懇談会 次第 

 

日時 2021年（令和 3年）1月 25日（月） 

19:00～21:00 

会場 福山市役所本庁舎 3階大会議室 

 

１ 福山市地域コミュニティ推進懇談会の設置について（19:00～19:25） 

・自己紹介 

・市長挨拶，座長互選 

・設置目的，開催計画，懇談項目の確認 

 

２ 地域コミュニティの現状と課題を振り返る 

・協働のまちづくりについて（小葉竹委員）（19:25～19:35） 

・福山市地域コミュニティのあり方検討委員会の検討結果を共有（渡邉委員） 

（「人口減少時代の地域コミュニティのあり方報告書」）（19:35～19:50） 

 

３ 地域コミュニティに係る委員の事業活動を共有（各委員）（19:50～20:45） 

・民主団体の取組 

・NPO，経済団体の取組 

・行政の取組 

講評，まとめ（櫻井アドバイザー，座長）（20:45～20:58） 

 

○事務連絡（20:58～21:00） 

 

 

【配布資料】 

資料１－１  福山市地域コミュニティ推進懇談会設置要綱・委員名簿 

資料１－２  福山市地域コミュニティ推進懇談会開催日程 

資料２－１  本市における協働のまちづくりの取組 

資料２－２  人口減少時代の地域コミュニティのあり方報告書（概要版） 

資料３    各民主団体の目的，事業，課題 

資料４    平岡委員提出資料 



第１回福山市地域コミュニティ推進懇談会 出席者名簿 

 

（委員）  

 井上 誠 地域づくり塾修了者（御幸学区） 

 小川 智弘 福山商工会議所専務理事 

 小葉竹 靖 福山市市民局長 

 橋本 哲之 福山市社会福祉協議会会長 

 平岡 顕治 中間支援組織（NPO法人ひとまちスタジオ理事長） 

 田 要 福山明るいまちづくり協議会会長 

 藤井 眞弓 福山市女性連絡協議会事務局長 

 古谷 輝昭 福山市老人クラブ連合会副会長 

 真室 明美 福山市福祉を高める会連合会副会長 

 三保 麻美子 福山市 PTA連合会書記 

 村田 政雄 福山市公衆衛生推進協議会副会長兼事務局長 

 吉田 美砂 福山市子ども会育成協議会事務局長 

 寄髙 英樹 地域づくり塾修了者（光学区） 

 渡邉 一成 福山市立大学都市経営学部教授 

  （五十音順） 

（委員代理）  

 横山 典好 福山市自治会連合会副会長 

   

(アドバイザー）  

 櫻井 常矢 福山市持続可能な地域コミュニティ形成に関する 

政策アドバイザー（高崎経済大学地域政策学部教授） 

   

（福山市）  

 枝  直幹 福山市長 

   

（事務局）  

 安原 洋子 福山市市民局まちづくり推進部参与 

 甚田 温子 福山市市民局まちづくり推進部まちづくり総務課長 

 樫山 正弘 福山市市民局まちづくり推進部まちづくり総務課次長（調整担当） 

 丑田 光毅 福山市市民局まちづくり推進部まちづくり総務課主事 



福山市地域コミュニティ推進懇談会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 福山市地域コミュニティのあり方検討委員会の報告を踏まえた各民主団体の取組を

検証するとともに，多様な主体と連携，協働して地域コミュニティの再構築に向けた取組

を推進するため，福山市地域コミュニティ推進懇談会（以下「懇談会」という。）を設置す

る。 

 

（所掌事項） 

第２条 懇談会は，次の各号に掲げる事項を取り扱う。 

 (1) 地域コミュニティの再構築に関すること。 

 (2) 各民主団体の事業及び組織の課題解決に向けた取組の検証に関すること。 

 (3) 地域づくりに係る行政と地域の役割分担に関すること。 

 (4) その他目的達成に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 懇談会は，別表１に掲げる関係団体等の委員で組織する。 

 

（座長） 

第４条 懇談会に座長を置く。 

２ 座長は，委員の互選により定める。 

３ 座長は，懇談会を進行する。 

 

（会議） 

第５条 懇談会の会議は，市長が招集する。 

２ 市長は，必要に応じて別表２に掲げるアドバイザーの出席を求め，その意見を聴くこと

ができる。 

３ 前条に掲げるもののほか，市長は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見

を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は，福山市市民局まちづくり推進部まちづくり総務課が行う。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は，2020年（令和 2年）11月 12日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，2021年（令和 3年）1月 25日から施行する。 

 

資料１－１ 



別表１（第３条関係） 

団体名等 

中間支援組織 

福山明るいまちづくり協議会 

福山市公衆衛生推進協議会 

福山市子ども会育成協議会 

福山市自治会連合会 

福山市市民局長 

福山市社会福祉協議会 

福山商工会議所 

福山市女性連絡協議会 

福山市 PTA連合会 

福山市福祉を高める会連合会 

福山市立大学 

福山市老人クラブ連合会 

ふくやま地域づくり塾修了者 

 

別表２（第５条第２項関係） 

櫻井 常矢（福山市持続可能な地域コミュニティ形成に関する政策アドバイザー） 

 



福山市地域コミュニティ推進懇談会 委員名簿 

 

  

 井上 誠 地域づくり塾修了者（御幸学区） 

 小川 智弘 福山商工会議所専務理事 

 小葉竹 靖 福山市市民局長 

 佐藤 賢一 福山市自治会連合会会長 

 橋本 哲之 福山市社会福祉協議会会長 

 平岡 顕治 中間支援組織（NPO法人ひとまちスタジオ理事長） 

 田 要 福山明るいまちづくり協議会会長 

 藤井 眞弓 福山市女性連絡協議会事務局長 

 古谷 輝昭 福山市老人クラブ連合会副会長 

 真室 明美 福山市福祉を高める会連合会副会長 

 三保 麻美子 福山市 PTA連合会書記 

 村田 政雄 福山市公衆衛生推進協議会副会長兼事務局長 

 吉田 美砂 福山市子ども会育成協議会事務局長 

 寄髙 英樹 地域づくり塾修了者（光学区） 

 渡邉 一成 福山市立大学都市経営学部教授 

  （五十音順） 

2021年（令和 3年）1月 25日現在 



○福山市地域コミュニティ推進懇談会　開催日程
第1回 第2回

日時
2021年（令和3年）
1月25日（月）19:00～21:00

2021年（令和3年）
3月15日（月）19:00～21:00

会場
福山市役所本庁舎
3階　大会議室

福山市役所本庁舎
3階　中会議室

懇談項目
（案）

○福山市地域コミュニティ推進懇談会の
設置について
・設置目的，開催計画，懇談項目の確認

○地域コミュニティの現状と課題を振り返
る
・協働のまちづくりについて
・福山市地域コミュニティのあり方検討委
員会の検討結果を共有（「人口減少時代
の地域コミュニティのあり方報告書」）

○地域コミュニティに係る委員の事業活
動を共有
・民主団体の取組
・NPO，経済団体の取組
・行政の取組

○意見交換
・地域活動の担い手不足への対応
・コロナ禍における地域のコミュニケーショ
ン
・各民主団体の取組の統合等による地域
活動の負担軽減　等

資料１－２



本市における協働のまちづくりの取組
・2000年代に入り，地域社会を取り巻く環境は，少子高齢化や高度情報化，国際化の進展，そして環境問題と
いった地域社会に密接にかかわる課題などにより，大きく揺れ動く社会・経済情勢の潮流の中でめまぐるしく変化
・本市においても，こうした変化の中で，市民ニーズの多様化・高度化が進み，さまざまな分野での課題に直面

（「福山市協働のまちづくり指針」より抜粋）

多くの課題の解決に向け，市民と行政が協働し，市民が主体となったまちづくりを進めていくため，
「協働のまちづくり」の取組が始まる。

2005年（平成17年）7月 「福山市協働のまちづくり指針」策定
市民と行政がそれぞれの責任と役割を分担し，対等な立場で補完し，協力し合う「自助・共助・公助」のまちづくりを推進
[推進方針]
１ お互いの情報を共有します[情報の共有]
２ 人材づくりを通した意識づくりや啓発を行います[人材づくり，意識啓発]
３ みんなが活動しやすい参加しやすいシステムづくりを行います[活動しやすい環境づくり]
４ 協働に関する事業の評価・公開を行います[事業の評価・情報公開]

2006年度（平成18年度）～2011年度（平成23年度）
「福山市協働のまちづくり行動計画」に基づく取組開始
市民と行政が協働し，市民による自主的・主体的なまちづくり活動の推進をスタート
[推進方法]
〇まちづくり推進委員会による各地域（概ね小学校区を基本とする）での地域まちづくり推進事業の実施
…地域課題の解決・活性化・コミュニティの育成をめざす

〇市民提案型事業に対する補助などボランティア・ＮＰＯ等の市民活動を支援

資料２－１2021年（令和3年）1月25日 福山市協働のまちづくり課



市制施行100周年の2016年度（平成28年度）に，市民一人ひとりが「まちづくりの主役」として，協力し合い，
いきいきと活躍できるまちとなることをめざす
[重点項目]
地域のめざすべき目標，解決すべき課題を住民みんなで共有
➡各学区（町）まちづくり推進委員会で「地域まちづくり計画」を策定

まちづくりに対し，「想い（志）」のある市民の活動の場を創る
➡各学区（町）において「まちづくり志縁チーム」設立

地域を中心とした「まちづくり」のネットワークを創る
➡まちづくりサポートセンターを中心とした連携・支援

2016年度（平成28年度）～ 2018年度（平成30年度）
「市長と車座トーク」を全市で開催

人口減少・少子高齢化等の社会構造や価値観の変化により，地域コミュニティ維持への危機感を訴える声が多く
寄せられた。

2012年度（平成24年度）～2016年度（平成28年度）
「第二次福山市協働のまちづくり行動計画」に基づく取組開始



地域コミュニティが持続可能であるための方策を見出すため開催，次の提案が示される。
[提案内容]
１ 多様な主体が力を発揮できる地域づくりの検討

（みんなで取り組む地域づくりへの転換）
２ 複雑化した地域自治組織のスリム化，各種団体役員のあり方や効率的な組織運営の検討

（地域組織・協議体の再構築，会議や情報伝達方法の研究）
３ 行政から地域への依頼事項の抜本的な見直し

（地域への負担の軽減）
４ 行政による地域支援体制の再構築・強化

（庁内連携，職員の意識改革・地域コミュニティ支援方法の確立）

2019年度（令和元年度）～
「持続可能な地域コミュニティ形成に向けた取組」をスタート
〇「持続可能な地域コミュニティ形成モデル事業」…地域でのコミュニティ再構築に向けた取組の支援（曙・新市）
〇「地域コミュニティのあり方検討委員会」

…持続可能な地域コミュニティのあり方について協議・検討し，方向性を市へ報告
〇「地域づくりに関わる人材の育成」…地域づくりに意欲をもって，関わる人を増やす（地域づくり講演会，地域づくり塾）
〇「地域コミュニティ再構築検討会議（庁内会議）」

…地域と行政の役割分担の整理，地域の負担軽減策の検討・実践，財政支援策・支援体制の検討

2018年度（平成30年度）
「持続可能な地域コミュニティのあり方に関する有識者会議」開催



〇多様な主体が力を発揮できる地域づくり
役員中心の地域づくり ⇒ ・新たな担い手の発掘・育成

・みんなで取り組む地域づくりへの転換

〇複雑化した地域自治組織のスリム化，各種団体役員のあり方や効率的な組織運営の検討
役員の多忙化，複雑化した地域自治組織 ⇒ ・事業活動，類似組織のスリム化

・役員の選出の見直し
・デジタル化の推進

〇行政から地域への依頼事項の抜本的な見直し
行政からの膨大な依頼事項による地域負担の増大

⇒ ・依頼事項の抜本的な見直しによる地域負担の軽減

〇行政による地域支援体制の再構築・強化
縦割りの地域支援，地域に寄り添う姿勢が希薄

⇒ ・地域活動を支える支援制度と体制の確立

新しい生活様式を踏まえた「みんなで取り組む地域づくり」へ



 

人口減少時代の地域コミュニティのあり方 

報告書 
～持続可能な地域共生社会に向けて～ 

 

 
2020年（令和 2年）1月 

福山市地域コミュニティのあり方検討委員会 

 

 

概 要 版 

はじめに… 

 福山市では，２００６年度（平成１８年度）から，地域と行政が「協働のまちづく

り」の理念のもと，補完・協力し合いながら地域課題の解決に取り組み，自助・共助・

公助による住みよいまちづくりを進めています。 

 

 私たち福山市地域コミュニティのあり方検討委員会では，人生１００年時代を迎え

るなかで，人口減少が進むこれからの地域社会にあっても，地域で支え合いながら暮

らせる地域コミュニティの形を描くため，「地域の負担軽減」「地域支援制度」「地域組

織体制」などをテーマに，自らの組織を振り返り，話し合いを重ね，地域と行政の具

体的な役割分担や，地域コミュニティのあるべき姿について，検討を行ってきました。 

 

 併せて，市内２地域で取り組まれている「福山市持続可能な地域コミュニティ形成

モデル事業」や行政内の検討状況の報告を受けながら，地域運営組織の連携イメージ

をまとめました。 

 

 地域コミュニティは同じ地域に生活する住民同士がつながりあい，暮らしを支え合

う組織や営みです。それぞれの地域コミュニティや行政・専門機関が連携・協働し，

複雑・多様化する地域課題の解決に取り組むため，「役員主体の地域づくり」から「地

域住民をはじめ多様な主体の参画による『みんなで共に創るまちづくり』」へ転換する

ことにより，人口減少社会にあっても，安心して暮らせる持続可能な地域共生社会を

めざしていきましょう。 

２０２０年（令和２年）１月２０日 

福山市地域コミュニティのあり方検討委員会 

LocalAdmin
テキストボックス
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1 

論点１ 多様な主体が力を発揮できる地域づくりの検討（みんなで取り組む地域づくりへの転換）  

<課題> 

役員中心の地域づくり 

 

<めざす姿> 

・新たな担い手の  

発掘・育成 

・みんなで取り組む  

地域づくりへの転換 

【開かれた組織への再構築】 

・役員と住民が本音で話し合える場づくり 

・地域づくりの目的を地域全体で共有できる場の開催 

・役員以外の住民や外部人材が参加できる環境づくり 

【担い手の発掘・育成，多様な主体の参画】 

・役員による活動のバックアップ及び次世代リーダーの育成 

・自主的に活動したい人の受け皿を検討 

・新たな担い手の募集・発掘の仕組みを構築（モデル事業で実証中）  

  

論点２ 複雑化した地域自治組織のスリム化，各種団体役員のあり方や効率的な組織運営

の検討（地域組織・協議体の再構築，会議や情報伝達方法の研究） 

<課題> 

・役員の多忙化 

・複雑化した地域自治組織 

 

<めざす姿> 

・事業活動，類似組織

のスリム化 

・役員の選出の見直し 

・ICT 化の推進 

【組織の再構築】 

・今までの事業活動を振り返り，目的を確認 

・少子化や人口減少に合わせ，組織を再編（近隣との統合など） 

・充て職を減らし，役員の負担を軽減 

・役員以外も含めた地域全体から役員を選出するシステムの検討 

・少子化や人口減少を見据え事業を見直し（類似事業の統合） 

【会議・情報伝達方法の研究】 

・効率的な会議の開催（伝達だけの会議をやめるなど， 

内容や会議出席者を検討し，開催回数や開催時間を工夫） 

・ICT を活用した情報伝達方法の検討 

  

論点３ 行政から地域への依頼事項の抜本的な見直し（地域への負担の軽減） 

<課題> 

行政からの膨大な依頼

事項による地域負担の

増大 

 

<めざす姿> 

依頼事項の抜本的な  

見直しによる地域負担

の軽減 

【情報発信方法の見直し】 

・回覧の見直し，削減  ・紙媒体（チラシ）の削減の検討 

・ICT を活用した情報共有の仕組みを検討 

【出席依頼の見直し】 

・類似の会議やイベントの統合，事業の見直し 

・動員を減らす 

・会議・イベントを全庁で共有できるシステムの構築 

【委員推薦依頼の見直し】 

・依頼内容の見直し 

  

論点４ 行政による地域支援体制の再構築・強化 

（庁内連携，職員の意識改革・地域コミュニティ支援方法の確立） 

<課題> 

・縦割りの地域支援 

・地域に寄り添う姿勢が希薄 

 

<めざす姿> 

地域活動を支える支援

制度と体制の確立 

【地域活動の支援体制の整備】 

・地域活動を支える拠点づくり 

・関係機関へつなぐ相談窓口機能の整備 

・職員の意識改革 

【地域活動の支援制度の構築】 

・地域課題に応じた財政支援への再構築 

・各種助成・支援制度の申請などの書類（書式）の見直し（簡素化） 

地域の取組 

地域の取組 

行政の取組 

行政の取組 

地域と行政の役割・取組 １ 
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議論を踏まえた人口減少時代の地域づくり 

 

■これまでの地域づくりの課題 

 本市の地域づくりは，自治会連合会など地域で活動する各民主団体の役員を中心に行わ

れていますが，人口減少・少子高齢化の進行に伴う，担い手不足などにより，役員の負担

感が増しており，役員が企画・立案し，決定承認し，更には実施まで担う現行体制には限

界が生じています。 

 

■議論を踏まえた今後の地域づくり 

 現状を打開するためには，新たな担い手の発掘・育成による「みんなで取り組む地域づ

くり」への転換が必要であり，次のとおり取り組むべきものと考えます。 

 

・開かれた地域運営組織に（幅広い住民による座談会を通じた担い手の発掘，外部人材の参画等） 

・近隣学区（町）との広域連携（テーマごとにつながり合い，地域課題を解決） 

・全市組織の活動の見直し（類似事業の統合，動員などの負担軽減） 

・地域を支える横断的な行政支援（縦割りではなく横断的な連携により地域を支える仕組みを構築） 

 

 

 

 これらの取組を相互に連携しながら進めていくことで，地域課題を着実に解決に導き，

特定の人のみに負担が偏ることなく，人口減少時代においても，安心して暮らせる持続可

能な地域共生社会が実現するものと考えます。 

地域と行政の役割・取組 １ 

２ 
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全市組織の活動の見直しに向けて 

 福山市地域コミュニティのあり方検討委員会で検討された，今後の各民主団体の課題及

び取組の考え方は次のとおりです。 

 

■各民主団体の課題・取組 

団体名 課題・今後の取組の考え方 

福山市自治会連合会 

・加入率の低下が課題であり，自治会・町内会への加入 

促進の取組により組織強化を継続する。向こう

三軒両隣が，顔が見える状況にあることが必要である。 

・地域における防災・減災の取組は今後ますます重要と

なる。災害時に自助・共助の活動が行えるよう，行政

などと協働で行うことが必要である。 

・回覧・配布物について精査・スリム化し，単位自治会

長・班長などへの負担を軽減することが必要である。 

福山市公衆衛生推進協議会 

学区の委員会が無くなる地域もあり，それをどうやって 

再構築するかが大きな課題である。全市組織と学区が情報

を共有し，自分たちができる公衆衛生活動を考え，地域

の衛生意識，環境意識をどのように育てるかが課題であ

る。 

福山明るいまちづくり協議会 

・各学区（町）選出の中央委員のあり方を検討したい。 

・財源は会費と補助金であり，多くの活動は行政の施策 

と一致している。民主団体ではあるが，活動は事務局

（市職員）が支えている状況であり，課題と考えている。 

・今後の活動のあり方を会員や各委員会委員と検討

したい。 

福山市子ども会育成協議会 

会員数の減少と指導者の高齢化が課題である。地域の 

協力を得て，地域ぐるみで子どもを育てる気運を 

高める中で，保護者の負担を減らし，会員増につなげて

いくかを考える。 

福山市女性連絡協議会 

会員数の減少と男女共同参画の更なる推進が課題で

ある。取組目標を明確にし，それに賛同・共感してくれ 

る団体を見つけ，対話し交流するなど活動を広めていく 

取組が重要だと考えている。受身から能動の姿勢で課題

に取り組めるような成長をめざすために，情報収集力や

課題の明確化など，一人ひとりが育成されることが重要

である。 

 

３ 
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団体名 課題・今後の取組の考え方 

福山市老人クラブ連合会 

会員の高齢化が進んでおり，体力低下や疾病，孤独，

孤立が多く見られる。健康寿命を延ばすために，できる

だけ楽しい集いや話し合いの場を多くもち，人と人との

助け合い，支え合う活動をめざし，フレイル（*1）の

予防に努めたい。 

福山市福祉を高める会連合会 

これからの高齢化社会に「福祉」は欠かせない。 

５０～６０歳代の方々に，活動に関心を持っていただいて

協力体制をとりたい。次の世代にうまくバトンタッチ

したい。 

また支える側，支えられる側が共に対等であること，

支える側も活動を通じて，活力が得られることが理想だ

と思う。 

福山市ＰＴＡ連合会 

少子化が進んでいくなか地域とのつながりが薄れて

いく可能性があるため，まずは地域とのつながりを

絶やさない努力が必要だと思う。 

今後は，現状を踏まえた活動に見直し，縮小し， 

役員だけが大変な思いをするのではなく，責任を分担・

軽減して多くの人が関われる団体をめざす。 

福山市社会福祉協議会 

地域づくりというのは地域課題の解決，地域の暮らし 

を支えるということであり，まさに「地域福祉」である。  

地域の課題は他人事ではなく，自分のこととして解決 

していく。また，そういう仕組みを作っていく。様々な 

ことを包括的に受ける相談支援体制を作る。行政・ 

社会福祉協議会，幅広い団体の協働の中で地域共生社会 

の実現に取り組み，その中核を社会福祉協議会が担って

いく。 

地域づくり塾修了者 

（まちづくり推進委員会， 

学区自治会連合会，単位 

自治会・町内会などの

地域活動の実践者） 

・これからの後継者（４０歳代５０歳代の世代）に

引き継ぐ体制づくりが大事。 

・地域活動に新しい人を入れる努力や，違うグループの

意見，新しい発想を取り入れること（頭ごなしに否定

しない）など意識をもって行う。 

・情報共有はメールで行うなど，会議の数を減らし， 

行事を統合する。各種団体の年間行事を共有しながら 

進める。 

  *1「フレイル」…加齢とともに心身の活力が低下し，要介護状態の危険性が高まった状態。 

          早期の予防の取組を行うことで，元気な状態を取り戻せると言われている。 
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人口減少時代の地域コミュニティのかたち～みんなで共に創るまちへ～ 

 

 人口減少が進むこれからの地域社会においては，多様な主体により地域の課題を解決す

る学区（町）まちづくり推進委員会が，複数学区と連携し，テーマごとの課題解決に取り

組んだり，全市組織や行政，社会福祉協議会とお互いに情報を共有・連携し，みんなでま

ちづくりを行う必要があります。 

 

 

 

 地域づくりは特定の役員のみにより行われるものではありません。誰もが参加できる開

かれた話し合いの場で，地域の課題を話し合い，解決に向けて連携・協働することが必要

です。 

 

 全ての組織同士が連携することで，人生１００年時代のなか，少子高齢化，人口減少の

進む地域コミュニティにおいても，地域みんなで暮らしを支えあうまちづくりを行い，地

域共生社会を実現していきます。 

 

  

４ 
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 地域の役員だけでなく，幅広い住民や外部人材も含めた多様な人々が，地域の課題を本音

で話し合う開かれた場をつくることが重要です。新しい意見・発想を尊重し，年齢に関係な

く誰でも地域課題について発言し，話し合いができる環境をつくります。 

 

【話し合いの進め方】 

１ 事業などの棚卸し 

  地域ではどういった事業・活動を実 

 施しているのかを共有します。みんな 

 で気になることについて自由に話し合 

 います。それぞれの事業・活動につい 

 て，発想や今までの取組方法，関わり 

 方を変えることで，他の事業との統合 

 や他団体と連携して実施することが効果的な場合があります。 

 

２ 事業等の目的を確認（徹底的な振り返り） 

  「今まで実施していた事業は何のために行うのか」「今の社会にあった取組なのか」を

みんなで検証・振り返りを行います，長年実施する中で，社会背景も変化しているため当

初の目的と現在の事業内容にズレが生じたり，ニーズが変わっている可能性があります。 

 

３ みんなが納得 

  地域の課題解決につながる取組を，みんなで話し合いながらとりまとめ，優先順位をつ

けて年間事業計画を作成します。みんなが納得して一緒に活動できる地域になります。 

 

４ みんなで楽しみながら地域活動を持続可能に 

  多様な主体が参画し，みんなが話し合って企画・実施する開かれた組織となり，楽しみ

ながら活動することで，コミュニティ活動が持続可能になります。 

地域コミュニティの持続性を高めるために 
～誰もが本音で話し合える場の重要性～ 

始めに話し合いのルールを 
決めておくと話しやすい環境が 
つくれます。 
例えば， 
●今日は｢決めない｣話し合いです。自由に発言を！ 
●限られた時間なので進行に協力してください。 

(１人が長い時間話さないように気をつけましょう) 
●周囲の意見にしっかりうなずきましょう！ 

みんなで 

本音の 

話し合い 



資料３

○各民主団体の目的，事業，課題 2021年（令和3年）1月25日　福山市まちづくり総務課

団体名 福山市自治会連合会 福山市公衆衛生推進協
議会

福山明るいまちづくり協
議会

福山市子ども会育成協
議会

福山市女性連絡協議会 福山市老人クラブ連合
会

福山市福祉を高める会
連合会

福山市PTA連合会 福山市社会福祉協議会

1.関係課 協働のまちづくり課 協働のまちづくり課 協働のまちづくり課 青少年・女性活躍推進
課

青少年・女性活躍推進
課

高齢者支援課 福祉総務課 （教委）学事課 福祉総務課

2.目的 学区連合会相互の連
絡，環境の整備，良好
な地域社会の維持及び
形成に資する地域的な
共同活動を行うことを目
的とする。

公衆衛生推進運動を展
開している福山市内の
各小学校区を単位又は
小学校区内の地区を単
位とする公衆衛生推進
委員会又は地区衛生組
織が，相互に密接な連
絡提携を図ると共に，地
域社会の公衆衛生の向
上のための意識の高揚
と実践活動の促進に資
することを目的とする。

市民憲章の主旨に則り，
公徳心豊かな市民意識
の高揚を図り，潤いのあ
る明るく住みよいまちづく
りを積極的に推進するこ
とを目的とする。

子ども会育成指導につ
いて協議し，発展強化の
ために必要な共同事業
を企画するとともに，子ど
も会相互の連絡調整と
交換を図ることをもって
目的とする。

女性の教養及び地位の
向上，青少年の健全育
成，人権尊重，家庭並
びに社会における民主
的生活の実践，地域社
会の福祉増進，国際化
と世界平和の確立等に
つとめ，男女共同参画に
よる活力と個性豊かな
地域社会の建設を目的
とする。

老人福祉法の趣旨に則
り，市内の老人クラブ相
互の密接な連携を保
ち，広く老人福祉の向上
並びに明るい社会の建
設に寄与することを目的
とする。

福山市内の学区の福祉
を高める会相互の連携
を図ると共に，高める会
活動の活性化に努め，
地域の福祉向上に寄与
することを目的とする。

各単位ＰＴＡ相互の連
絡及び提携並びに会員
の教養向上を図ることに
より，児童及び生徒の健
全な成長に資することを
目的とする。

福山市における社会福
祉事業その他の社会福
祉を目的とする事業の
健全な発達及び社会福
祉に関する活動の活性
化により，地域福祉の推
進を図ることを目的とす
る。

(1) 広島県老人クラブ連
合会との連絡提携
(2) 市内各老人クラブと
の連絡調整
(3) 老人クラブの育成と
指導
(4) 老人クラブに関する
調査研究
(5) 老人クラブ指導者の
養成並びに研修
(6) 関係機関，団体との
連絡調整
(7) 福祉大会の開催
(8) ブロック別事業
(9) その他目的達成に
必要な事項

(1) 高める会相互の連
絡調整及び交流
(2) 高める会運営につい
ての研究，協議
(3) その他目的達成の
ために必要な活動

(1) 各単位ＰＴＡ間の連
絡及び提携を図る
(2) 家庭，学校及び社
会における児童生徒の
福利を増進する。
(3) 社会教育の振興を
助け，健全な環境の整
備充実に努める。
(4) 学校に対する公費
を適正に確保することに
協力する。
(5) その他，教育一般の
向上進展に協力する。

(1) 社会福祉を目的と
する事業の企画及び実
施
(2) 社会福祉に関する
活動への住民の参加の
ための援助
(3) 社会福祉を目的と
する事業に関する調査，
普及，宣伝，連絡，調整
及び助成
(4) (1)～(3) のほか，社
会福祉を目的とする事
業の健全な発達を図る
ために必要な事業
(5) 保健医療，教育そ
の他の社会福祉と関連
する事業との連絡
(6) 共同募金事業への
協力
(7) 老人居宅介護等事
業の経営
(8) 障がい福祉サービス
事業の経営
(9) 移動支援事業の経
営
(10) 相談支援事業の
経営
(11) 介護予防・日常生
活支援総合事業
(12) 福祉サービス利用
援助事業
(13) 神辺老人福祉セン
ターの経営
(14) 生活福祉資金貸
付事業
(15) 生活支援体制整
備事業
(16) その他この法人の
目的達成のため必要な
事業

(1) 市内の各学区女性
会の連携及びその他女
性団体との連絡調整に
関すること
(2) 市民生活の向上を
めざし，家庭生活の合理
化を促進すること
(3) 女性の教養及び地
位向上に関すること
(4) 女性及び子どもの福
祉，環境に関すること
(5) その他必要と認めら
れること

3.所掌事
項

(1) 各学区内の自治会
又は町内会の運営につ
いて，研究及び協議に
関すること
(2) 民意の市政への反
映に関すること
(3) 市政への要望と協
力に関すること
(4) 学区連合会相互の
連絡事務と協力に関す
ること
(5) 地域の生活環境の
改善及び向上に関する
こと
(6) 学区連合会相互の
親睦，研修及び教養の
向上に関すること
(7) 学区連合会会員の
福利厚生に関すること
(8) その他この会の目的
達成に必要な事業に関
すること

(1) 公衆衛生活動の普
及，啓発及び推進に関
すること
(2) 学（地）区委員会等
相互の連絡と調整に関
すること
(3) 公衆衛生の向上に
関する調査研究に関す
ること
(4) 関係行政機関なら
びに関係団体との連携
調整に関すること
(5) その他公衆衛生の
向上に必要な事業

(1) 明るいまちづくり運動
の普及，啓発及び推進
に関すること
(2) 明るいまちづくり運動
推進者の実践活動の促
進に関すること
(3) 関係機関及び明る
いまちづくり運動推進者
相互の連絡と調整に関
すること
(4) 調査研究に関するこ
と
(5) その他目的達成に
必要な事項

(1) 子ども会の育成指
導と連絡調整
(2) 指導者の育成及び
技術研修
(3) 各種合同事業の企
画及び運営
(4) 子ども会組織並び
に，子ども会安全会の拡
充強化
(5) 子ども会運営資料
等発行，配布
(6) 関係機関，団体との
連絡調整
(7) その他必要と認める
事業
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資料３
団体名 福山市自治会連合会 福山市公衆衛生推進協

議会
福山明るいまちづくり協
議会

福山市子ども会育成協
議会

福山市女性連絡協議会 福山市老人クラブ連合
会

福山市福祉を高める会
連合会

福山市PTA連合会 福山市社会福祉協議会

5.各民主
団体の課
題・取組

※「人口
減少時代
の地域コ
ミュニティ
のあり方
報告書」
から引用

・加入率の低下が課題
であり，自治会・町内会
への加入促進の取組に
より組織強化を継続す
る。向こう三軒両隣が，
顔が見える状況にあるこ
とが必要である。
・地域における防災・減
災の取組は今後ますま
す重要となる。災害時に
自助・共助の活動が行
えるよう，行政などと協
働で行うことが必要であ
る。
・回覧・配布物について
精査・スリム化し，単位
自治会長・班長などへ
の負担を軽減することが
必要である。

学区の委員会が無くな
る地域もあり，それをどう
やって再構築するかが
大きな課題である。全市
組織と学区が情報を共
有し，自分たちができる
公衆衛生活動を考え，
地域の衛生意識，環境
意識をどのように育てる
かが課題である。

・各学区（町）選出の中
央委員のあり方を検討し
たい。
・財源は会費と補助金で
あり，多くの活動は行政
の施策と一致している。
民主団体ではあるが，活
動は事務局（市職員）が
支えている状況であり，
課題と考えている。
・今後の活動のあり方を
会員や各委員会委員と
検討したい。

会員数の減少と指導者
の高齢化が課題である。
地域の協力を得て，地
域ぐるみで子どもを育て
る気運を高める中で，保
護者の負担を減らし，会
員増につなげていくかを
考える。

会員数の減少と男女共
同参画の更なる推進が
課題である。取組目標
を明確にし，それに賛
同・共感してくれる団体
を見つけ，対話し交流す
るなど活動を広めていく
取組が重要だと考えて
いる。受身から能動の姿
勢で課題に取り組めるよ
うな成長をめざすため
に，情報収集力や課題
の明確化など，一人ひと
りが育成されることが重
要である。

会員の高齢化が進んで
おり，体力低下や疾病，
孤独，孤立が多く見られ
る。健康寿命を延ばすた
めに，できるだけ楽しい
集いや話し合いの場を
多くもち，人と人との助け
合い，支え合う活動をめ
ざし，フレイルの予防に
努めたい。

これからの高齢化社会
に「福祉」は欠かせな
い。５０～６０歳代の
方々に，活動に関心を
持っていただいて協力
体制をとりたい。次の世
代にうまくバトンタッチし
たい。また支える側，支
えられる側が共に対等
であること，支える側も
活動を通じて，活力が得
られることが理想だと思
う。

少子化が進んでいくなか
地域とのつながりが薄れ
ていく可能性があるた
め，まずは地域とのつな
がりを絶やさない努力が
必要だと思う。
今後は，現状を踏まえた
活動に見直し，縮小し，
役員だけが大変な思い
をするのではなく，責任
を分担・軽減して多くの
人が関われる団体をめ
ざす。

地域づくりというのは地
域課題の解決，地域の
暮らしを支えるということ
であり，まさに「地域福
祉」である。
地域の課題は他人事で
はなく，自分のこととして
解決していく。また，そう
いう仕組みを作ってい
く。様々なことを包括的
に受ける相談支援体制
を作る。行政・社会福祉
協議会，幅広い団体の
協働の中で地域共生社
会の実現に取り組み，そ
の中核を社会福祉協議
会が担っていく。

6.加盟学
区数 80学区（地区・町） 80学区（地区・町）

79学区（町）
※学（地）区明るいまちづく
り委員会が残っている学区
数15

66学（地）区 11学（地）区 59学（地）区 78学（地）区
小学校73，中学校35，
義務教育学校１

(1) 安定的な経営に向
けた運営体制の確立
ア　理事会・評議員会
イ　自主財源確保に向
けた取組
(2) 地域福祉事業の推
進
ア　福祉を高める会・福
祉会の活動の活性化
イ　ふれあい・いきいきサ
ロンの普及，定着，活性
化
ウ　小地域福祉ネット
ワーク活動
(3) ボランティアセンター
事業の充実
(4) 安心生活見まもりセ
ンターの運営
(5) 介護保険等事業の
運営
(6) 福祉・介護人材確
保等総合支援事業の実
施
(7) 社会貢献活動の推
進
(8) その他事業の実施
等

(1) 市教委との懇話会
(2) 市内一斉あいさつ運
動
(3) PTA会員研修
(4) 小・中部会意見交
換
(5) 宮城県名取市復興
協力
(6) 新聞づくり講座
(7) 親善球技大会
(8) 功労者，児童，生徒
表彰
(9) いじめ防止標語コン
テスト表彰
(10) 小学生，中学生総
合保障制度

(1) ささえあいサミット
(2) ブロック別会議，研
修会

(1) 全国夏の交通安全
運動
(2) 中国・四国ブロック
老人クラブリーダー研修
会
(3) 市老連ＧＧ大会
(4) 県老人クラブ大会
(5) 市老人福祉大会・
芸能祭
(6) 老人作品展
(7) 市老連囲碁将棋大
会
(8) ブロックカラオケ大
会
(9) 県老人クラブゲート
ボール大会
(10) シルバーピックふく
やま

(1) 青少年声掛け運動
(2) 子ども体験「綿菓子
作り」（ばら祭協賛）
(3) 市民舞踊講習会
共催
(4) 地産地消料理講習
会
(5) 親睦グラウンドゴルフ
大会
(6) 防災シンポジウム
(7) 交通安全教室，学
習会

(1) ルール講習会（ソフト
ボール，フットベース
ボール）
(2) 福山市少年少女親
善球技大会
(3) 中国新聞社旗少年
少女親善球技大会
(4) ママさんフットベース
ボール大会
(5) 福山市子ども文化
祭
(6) 学区行事奨励金
(7) 指導者研修会
(8) ジュニアリーダー研
修会

(1) 市民憲章の普及と
啓発
(2) 明るいまちづくり推進
大会の開催
(3) 機関紙「まちづくり」・
「明るいまちづくりニュー
ス」の発行
(4) 全市一斉清掃 「芦
田川を守る日」（６月）
「環境にやさしい都市づ
くり」（１０月）
(5) 市の花「ばら」の普
及促進
花壇コンクール，ばら育
成・管理講習会（接ぎ
木・剪定・芽接ぎ），ばら
普及推進員制度，ばら
相談コーナー，ばら花壇
オーナー制度
(6) 健康づくり，体力づく
り運動（健康ウォーキン
グ大会）
(7) 生活学校運動の推
進
(8) 交通安全運動，防
犯活動の推進
(9) その他
中央委員研修会，人権
問題研修会，会員拡大
の取組，市民憲章運動
推進全国大会への参加

(1) 環境健康募金（旧
健康感謝募金）事業
(2) 総会
(3) 「１万人の食・エコ
チェック」事業
(4) 「環境と健康のポス
ター・標語コンクール」事
業
(5) 環境保健夏季大学
（環保協事業）
(6) 広島県公衆衛生大
会（環保協事業）
(7) 福山公衆衛生大会
(8) その他
脱温暖化出前講座，
「ふくやま公衛協だより」
発行，ふくやまマラソン
会場美化活動等の実
践・啓発活動，がん検診
街頭啓発

(1) 市政懇談会の開催
（第1回）市重点政策説
明
（第2回）学区要望事項
に関する懇談
(2) 人権問題研修会
(3) ごみ袋の斡旋
(4) 理事会（行政施策に
関する研修等）
(5) 運営研究大会
(6) 自治会（町内会）加
入促進の取組
(7) 各種審議会等への
参画
(8) 全国自治会連合
会・広島県自治会連合
会活動への参画
(9) その他
会報「市自治連」発行
（年２回）
ホームページ開設
他都市との交流

4.事業内
容
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